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企業型 DCは、近年注目を集める企業の福利厚生制度の一つです。 

2001年に企業型 DCが法制度化されて以降、導入企業数は右肩上がりに増え続けています。 

 

今回は、企業型 DC を福利厚生として導入するメリットとデメリット、具体的な手順について分かり

やすく解説します。 

 

１. 企業型 DC とは？ 

企業型 DC（Defined Contribution：DC）は、企業が従業員の退職金や年金を支援するために導

入する福利厚生制度です。 

企業が従業員のために一定の金額を拠出し、その運用は従業員自身が行います。 

拠出金は確定していますが、将来受け取る退職金や年金は運用成績次第で増やせる可能性が

あるため、「確定拠出年金」とも呼ばれています。 

 

企業型 DCには、大きく分けて以下の 2つの種類があります。 

 

選択制確定拠出年金制度 

選択制確定拠出年金制度（選択制 DC）は、従業員が自分の退職金の受け取り方法を選択でき

る企業型 DCの一種です。 

 

従業員が選択できる受け取り方法は、次の 3つです。 

 

・全額を DCの掛金として拠出する 

・一部を DCに拠出し、残りを給与等で受け取る 

・全額を給与等で受け取る 

 

従業員のニーズに合わせて、「新しい NISAで運用したい」「子育ての費用がかかる時期に給与

を増やす」といった要望に柔軟に対応できるのがこの制度のメリットです。 

 

マッチング拠出制度 

マッチング拠出制度は、企業が提供する掛金に従業員が追加で拠出できる仕組みです。 

従業員が支払う追加掛金は全額所得控除の対象となりますが、以下のような制約があります。 
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・企業の掛金を上回ってはいけない 

・従業員が追加で拠出する金額と企業の掛金の合計額が、掛金拠出限度額（※）を超えてはい

けない 

※ 掛金拠出限度額は月額 55,000円（年額 660,000円）。他の企業年金制度を併用する場合は

月額 27,500円（年額 330,000円）。 

 

従業員のニーズに合わせて追加で拠出できる制度なので、従業員が掛金を増やしたいという要

望に応えることができます。 

 

２. 企業型 DC と iDeCoの違い 

企業型 DC と iDeCo は、どちらも掛金が全額所得控除の対象になる年金制度で、運用益が非課

税になる点も共通しています。 

 

企業型 DC と iDeCo の違いは、企業型 DC が福利厚生制度であるのに対し、iDeCo はあくまでも

自助努力の制度であることです。 

 

主な違いをまとめると以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省の情報を元にファイナンシャルスタンダード作成 
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３. 企業型 DCを導入するメリット 

企業型 DCは福利厚生制度の一つであり、導入するかどうかの判断は企業に委ねられます。 

 

従業員にとっては「掛金が全額所得控除の対象となる」「運用益に税金がかからない」などのメリ

ットがありますが、企業側にも企業型 DCを導入するメリットはあります。 

 

従業員の福利厚生が充実する 

前述の通り、企業型 DCの導入企業数は、年々右肩上がりに増加しています。 

今後もその数は増え続けていくと予想されており、「企業型 DCが導入されているかどうか」を軸

に就職活動や転職活動を行う人材も増えてくるでしょう。 

 

企業型 DCのような福利厚生制度を充実させることは企業としてのアピールになるため、優秀な

人材を確保しやすくなることは、言うまでもありません。 

 

積立不足・退職給付債務が発生しない 

従来の退職金制度では、企業は従業員の退職金を支払うために、将来の負担を見越して資金を

積み立てていました。この退職金支給のための資金を「退職給付債務」といい、会計上では負債

として計上します。 

しかし、この制度では見積もり誤差や運用成績の不振により、積立不足や退職給付債務が発生

することがありました。 

 

一方、企業型 DCでは掛金を拠出する際に退職金給付費用が確定するため、必要な資金の見

積もりや管理が容易になり、積立不足や退職給付債務のリスクを回避できます。 

退職金管理が容易となるのは、企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。 

 

事業主掛金は全額損金算入 

企業型 DCにおいて事業主が拠出する掛金は、全額を損金として扱うことができます。 

損金が増えれば、その分利益が減ることになり、法人税の負担を減らすことにつながります。 

 

社会保険料の節約になる 

企業型 DCの掛金には、所得税や住民税がかからず、社会保険料の対象にもなりません。 

また、掛金を拠出することで標準報酬月額が下がる場合もあり、企業としての社会保険料負担も

減らすことができます。 
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４. 企業型 DCを導入するデメリット 

企業型 DCを福利厚生として導入することには、多くのメリットがあると同時に、慎重に考慮すべ

きデメリットもあります。 

 

まず考慮したいのが、事務手続きの手間と費用についてです。 

企業型 DCを導入するには、厚生局に申請書類を提出して認可を受ける必要があります。 

申請手続きは社労士等に代行を依頼することも可能ですが、費用がかかる点は注意しなければ

いけません。 

 

また、企業型 DCは福利厚生制度ですが、実際の運用は従業員個人が行うことになります。 

拠出した掛金を増やせる可能性がある一方で、減らしてしまうリスクも存在します。 

そのため、企業としては従業員向けの金融教育を行うなど、一人ひとりが企業型 DCを円滑に活

用できる環境を整えることが重要となるでしょう。 

 

５. 企業型 DCの導入手順 

企業型 DCの基本的な導入手順は、以下の通りです。 

 

１．労使の合意 

２．企業型年金規約の作成 

３．必要書類の準備 

４．厚生局への申請 

５．運用開始 

 

企業型 DCの導入には労使の合意が必要です。従業員説明会などを行い、全員の理解を深め

たうえでスタートすることが望ましいと言えます。 

 

また、自社に合った適切な企業型 DCの運用を行うためにも、制度導入時点からプロのアドバイ

スを受けることをおすすめします。 

 

６. 企業型 DCの導入で福利厚生を充実させよう 

企業型 DCは、企業が掛金を拠出し、従業員一人ひとりが運用する自由度の高い福利厚生制度

です。 

従業員の退職金や年金など、将来に向けた資産形成を支援する目的があります。 

 

企業・従業員双方にとってメリットの多い制度のため、まずは企業型 DCのメリットを正しく理解

し、導入に向けた準備を始めてみてはいかがでしょうか。 
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＜著者プロフィール＞ 

福田 猛 氏 

ファイナンシャルスタンダード株式会社 代表取締役 

大手証券会社入社後、10年間、1,000人以上の資産運用コンサルティングを経験。2012年ＩＦＡ法人である

ファイナンシャルスタンダード株式会社を設立。独立系資産運用アドバイザーとして数多くのセミナーを主催

し、幅広い年齢層の顧客から支持を受け活躍中。 

 

著書に「金融機関が教えてくれない 本当に買うべき投資信託」（幻冬舎）がある。 

２０１５年楽天証券ＩＦＡサミットにて独立系ファイナンシャルアドバイザーで総合１位を受賞。 

■■■■■ 著 作 権 な ど ■■■■■ 

著作権者の承諾なしにコンテンツを複製、他の電子メディアや印刷物などに再利用(転用)することは、著作

権法に触れる行為となります。また、メールマガジンにより専門的アドバイスまたはサービスを提供するもの

ではありません。貴社の事業に影響を及ぼす可能性のある一切の決定または行為を行う前に必ず資格の

ある専門家のアドバイスを受ける必要があります。メールマガジンにより依拠することによりメールマガジン

をお読み頂いている方々が被った損失について一切責任を負わないものとします。  

参考 

経済金融情報メディア「F-Style」：https://fstandard.co.jp/column/ 

“F-Style”とは？ 

人々のくらしと密接に関わる「お金のヒミツや仕組み」を、より分かりやすくお伝えする経済金融メディアです。 

https://fstandard.co.jp/column/

